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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断熱壁から成る本体内に構成された陳列室と、該陳列室の前面開口を開閉自在に閉塞す
る扉とを備えた低温ショーケースにおいて、
　前記扉は、透視可能なガラス板と、該ガラス板の周囲を囲繞する扉枠とから成り、
　該扉枠には、当該扉枠の外面を覆う枠装飾部を少なくとも有する扉装飾カバーが交換可
能に取り付けられており、
　前記扉枠は、前記扉を開閉するための把手を有し、
　前記枠装飾部には、前記把手に直接手指をかけることを許容した状態で、当該把手の外
面を覆う把手被覆部が形成されていることを特徴とする低温ショーケース。
【請求項２】
　前記陳列室の側面に設けられた上下に渡る支柱と、該支柱に架設された商品陳列用の棚
装置とを備え、
　前記枠装飾部は透視不能であり、前記支柱の前方投影範囲以上内側に延在していること
を特徴とする請求項１に記載の低温ショーケース。
【請求項３】
　前記扉装飾カバーは、前記枠装飾部の内方に位置して透視可能な材料にて構成され、前
記ガラス板の外面を覆うガラス装飾部を有し、前記枠装飾部とガラス装飾部とにより前記
扉の外面全体を覆うことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の低温ショーケース。
【請求項４】
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　前記陳列室内に架設された商品陳列用の棚装置を備え、
　該棚装置の前端は中央が前方に突出し、両端部が後退した湾曲形状を呈すると共に、
　前記ガラス装飾部は、前記棚装置前端の湾曲形状に対応した断面湾曲形状とされている
ことを特徴とする請求項３に記載の低温ショーケース。
【請求項５】
　前記陳列室の下方に位置して前記断熱壁外に構成された機械室と、前記扉装飾カバーの
下方に位置して前記機械室の前面を閉塞する機械室カバーとを備え、
　前記ガラス装飾部は、前記ガラス板との間に所定の間隔を存して当該ガラス板の外面を
覆うと共に、
　前記機械室カバーの上部には、前記機械室内の廃熱を導出する廃熱導出部が形成され、
　前記扉装飾カバーの下部には、前記ガラス装飾部と前記ガラス板との間の間隔に連通し
て前記機械室カバーの廃熱導出部に対応する廃熱導入部が形成されていることを特徴とす
る請求項３又は請求項４に記載の低温ショーケース。
                                                                                

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、断熱壁から成る本体内に構成された陳列室と、この陳列室の前面開口を開閉
自在に閉塞する扉とを備えた低温ショーケースであって、特に、扉の装飾構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の店舗に設置される低温ショ
ーケースには、断熱壁により内部に商品を陳列するための陳列室が形成されており、当該
陳列室内を圧縮機や凝縮器、蒸発器などから構成される冷却装置によって、所定の温度に
冷却している。そして、この断熱壁の前面開口は、内部を透視可能とするガラスを有する
扉によって開閉自在に閉塞されている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　一般に、扉は、内部を透視可能とするガラス板と、当該ガラス板の周囲を囲繞する扉枠
（サッシュ）とから構成されており、当該扉枠は、断熱壁を構成する外箱若しくは、外箱
外面に取り付けられた化粧パネルや、断熱壁下方に構成された機械室の前面開口を覆う機
械室パネルの外面形状等に応じて構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２５９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方、顧客の購買意欲を増進させるべく、低温ショーケース内に陳列される商品やその
ブランドに応じて、陳列室内に架設された棚前端に設けられたプライスレールや扉のガラ
ス板部分にＰＯＰなどの装飾を設け、顧客への印象を変化させた使用態様が採用されてい
る。
【０００６】
　しかしながら、係る方法によるものでは、ショーケース全体の印象を変化させることが
困難である。そこで、使用態様等に応じてショーケース自体の意匠を変更させたものを採
用することが考えられるが、この場合、異なる意匠のショーケース毎に、ショーケース全
体の生産を行わなければならないばかりか、各種試験、例えば、把手の耐久性試験や、扉
自体の密閉状態に関する試験等をそれぞれに対して行わなければならず、膨大なコストの
高騰を招来する。
【０００７】
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　また、同一の使用現場において、ショーケース自体の意匠を変更する場合、新たにショ
ーケース自体を交換しなければならず、コストの高騰のみならず、作業が煩雑となるため
、大がかりなものとなってしまう。
【０００８】
　本発明は従来の技術的課題を解決するためになされたものであり、ショーケース全体に
おいて印象に大きな影響を与える扉の意匠を容易に変更でき、ショーケースの外観バリエ
ーションの拡充を実現することができる低温ショーケースを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の低温ショーケースは、断熱壁から成る本体内に構
成された陳列室と、この陳列室の前面開口を開閉自在に閉塞する扉とを備えたものであっ
て、扉は、透視可能なガラス板と、このガラス板の周囲を囲繞する扉枠とから成り、この
扉枠には、当該扉枠の外面を覆う枠装飾部を少なくとも有する扉装飾カバーが交換可能に
取り付けられており、扉枠は、扉を開閉するための把手を有し、枠装飾部には、把手に直
接手指をかけることを許容した状態で、当該把手の外面を覆う把手被覆部が形成されてい
ることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２の発明は、上記発明において、陳列室の側面に設けられた上下に渡る支柱と、
この支柱に架設された商品陳列用の棚装置とを備え、枠装飾部は透視不能であり、支柱の
前方投影範囲以上内側に延在していることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３の発明は、上記各発明において、扉装飾カバーは、枠装飾部の内方に位置して
透視可能な材料にて構成され、ガラス板の外面を覆うガラス装飾部を有し、枠装飾部とガ
ラス装飾部とにより扉の外面全体を覆うことを特徴とする。
【００１２】
　請求項４の発明は、上記発明において、陳列室内に架設された商品陳列用の棚装置を備
え、この棚装置の前端は中央が前方に突出し、両端部が後退した湾曲形状を呈すると共に
、ガラス装飾部は、棚装置前端の湾曲形状に対応した断面湾曲形状とされていることを特
徴とする。
【００１３】
　請求項５の発明は、上記請求項３又は請求項４の発明において、陳列室の下方に位置し
て断熱壁外に構成された機械室と、扉装飾カバーの下方に位置して機械室の前面を閉塞す
る機械室カバーとを備え、ガラス装飾部は、ガラス板との間に所定の間隔を存して当該ガ
ラス板の外面を覆うと共に、機械室カバーの上部には、機械室内の廃熱を導出する廃熱導
出部が形成され、扉装飾カバーの下部には、ガラス装飾部とガラス板との間の間隔に連通
して機械室カバーの廃熱導出部に対応する廃熱導入部が形成されていることを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、断熱壁から成る本体内に構成された陳列室と、この陳列室の前面開口
を開閉自在に閉塞する扉とを備えた低温ショーケースにおいて、扉は、透視可能なガラス
板と、このガラス板の周囲を囲繞する扉枠とから成り、この扉枠には、当該扉枠の外面を
覆う枠装飾部を少なくとも有する扉装飾カバーが交換可能に取り付けられているので、扉
装飾カバーを交換することによって、外観を極めて容易に変更することが可能となる。
【００１５】
　これにより、同一の低温ショーケースであっても、扉枠に取り付ける扉装飾カバーを交
換することによって、容易に低温ショーケースの外観を変更することができ、外観バリエ
ーションの拡充を図ることが可能となる。また、当該扉装飾カバーの交換は、扉枠自体を
本体から取り外すことなく、当該扉枠に取り付けられた扉装飾カバーのみの交換によって
実現できるため、低温ショーケースの設置後であっても、容易に低温ショーケースの外観
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変更を行うことが可能となり、利便性の向上を図ることができる。
【００１６】
　特に、扉枠は、扉を開閉するための把手を有し、枠装飾部には、把手に直接手指をかけ
ることを許容した状態で、当該把手の外面を覆う把手被覆部が形成されていることにより
、扉装飾カバーが扉枠に取り付けられた状態で、扉枠に設けられた把手に直接手指をかけ
て扉の開閉操作を行うことが可能となる。
【００１７】
　これにより、交換可能に取り付けられた扉装飾カバーに、扉の開閉操作によって、過度
の力が加わり、当該扉装飾カバーが脱落してしまう不都合を未然に解消することができる
。
【００１８】
　また、扉装飾カバーの枠装飾部に形成された把手被覆部によって、扉枠に取り付けられ
た把手の外面が覆われるため、把手による不連続感も生じることがなくなり、外観の向上
を図ることができる。
【００１９】
　請求項２の発明によれば、上記発明に加えて、陳列室の側面に設けられた上下に渡る支
柱と、この支柱に架設された商品陳列用の棚装置とを備え、枠装飾部は透視不能であり、
支柱の前方投影範囲以上内側に延在していることにより、陳列室内に設けられた支柱を枠
装飾部によって隠蔽することが可能となる。これにより、陳列室内の外観を簡素なものと
できる。
【００２０】
　請求項３の発明によれば、上記各発明に加えて、扉装飾カバーは、枠装飾部の内方に位
置して透視可能な材料にて構成され、ガラス板の外面を覆うガラス装飾部を有し、枠装飾
部とガラス装飾部とにより扉の外面全体を覆うことにより、扉装飾カバーを交換すること
によって、効率的に扉の外面全体の意匠を変更することが可能となる。
【００２１】
　請求項４の発明によれば、上記発明に加えて、陳列室内に架設された商品陳列用の棚装
置を備え、この棚装置の前端は中央が前方に突出し、両端部が後退した湾曲形状を呈する
と共に、ガラス装飾部は、棚装置前端の湾曲形状に対応した断面湾曲形状とされているこ
とにより、当該ガラス装飾部の断面湾曲形状によって、陳列室内に架設された棚装置の前
端の湾曲形状をより強調した外観とすることができる。
【００２２】
　請求項５の発明によれば、上記請求項３又は請求項４の発明において、陳列室の下方に
位置して断熱壁外に構成された機械室と、扉装飾カバーの下方に位置して機械室の前面を
閉塞する機械室カバーとを備え、ガラス装飾部は、ガラス板との間に所定の間隔を存して
当該ガラス板の外面を覆うと共に、機械室カバーの上部には、機械室内の廃熱を導出する
廃熱導出部が形成され、扉装飾カバーの下部には、ガラス装飾部とガラス板との間の間隔
に連通して機械室カバーの廃熱導出部に対応する廃熱導入部が形成されているので、機械
室内の廃熱を機械室カバーの廃熱導出部を介してその上部に位置する扉装飾カバーの廃熱
導入部よりガラス装飾部とガラス板との間に廃熱を導出させることができる。
【００２３】
　これにより、扉のガラス板と扉装飾カバーのガラス装飾部との間に結露やくもりが発生
し難い構成とすることができ、これらガラス装飾部とガラス板とを介した陳列室内部の視
認性を確保することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明を適用した一実施例のショーケースの斜視図である。
【図２】図１の状態から各装飾カバーを取り外した状態のショーケースの斜視図である。
【図３】図１のショーケースの分解斜視図である。
【図４】図１のショーケースの縦断側面図である。
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【図５】把手部分における図１のショーケースの横断平面図である。
【図６】図５のＡ－Ａ部分拡大図である。
【図７】他の形状の各装飾カバーに交換したショーケースの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。実施例のショーケースＳは、飲
料や食品等の商品を冷却しながら陳列販売するための所謂低温ショーケースであり、本体
１を構成する縦長矩形状の断熱箱体（断熱壁）２内に前面が開口した陳列室３が構成され
ている。この陳列室３の前面開口は、例えば向かって右側（一側）上下を中心として回動
自在に本体１に枢支された扉４により開閉自在に閉塞されている。
【００２６】
　この扉４は周囲の金属製扉枠（サッシュ）６と、この扉枠６の内方に嵌め込まれた複層
透明ガラス板７とから成り、このガラス板７を通して外部より陳列室３内部が透視可能と
されている。また、扉４の向かって左側（非枢支側）の扉枠６には、扉４を開閉するため
の把手５が設けられている。
【００２７】
　断熱箱体２の下側（陳列室３の外側）である本体１の下部には機械室８が構成されてお
り、この機械室８内に冷却装置Ｒの冷媒回路を構成する図示しない圧縮機や凝縮器９、図
示しない凝縮器用送風機等が設置されている。尚、機械室８は前面が開口している。
【００２８】
　一方、陳列室３内の両側面には、上下に渡る支柱３６、３６が前後に設けられており、
当該支柱３６には、商品陳列用の棚装置１１が複数段架設されている。また、断熱箱体２
内の背面及び底面には、間隔を存して仕切板１２及び１３が設けられており、各仕切板１
２及び１３と断熱箱体２との間に、相互に連通した背面ダクト１４及び底面ダクト１６が
構成され、陳列室３はこれら仕切板１２及び１３の内側に構成されたかたちとされている
。
【００２９】
　また、背面の仕切板１２の上端と断熱箱体２間は背面ダクト１４に連通した冷気吹出口
１７、底面の仕切板１３の前端と断熱箱体２間は底面ダクト１６に連通した冷気吸込口１
８とされている。断熱箱体２の底壁には相互に前後に位置する連通孔１９、２１が貫通形
成されており、連通孔１９と２１間において仕切板１３から垂下する隔壁１３Ａにより、
底面ダクト１６は前後に仕切られている。
【００３０】
　更に、断熱箱体２の底壁には、連通孔１９、２１に対応して断熱性の冷却箱２２が外側
から取り付けられ、機械室８内に位置している。この冷却箱２２内には冷却装置Ｒの冷媒
回路を構成する冷却器２３と冷気循環用送風機２４が収納されており、冷却器２３によっ
て冷却箱２２内は連通孔１９側と連通孔２１側とに区画されている。これにより、陳列室
３－冷気吸込口１８－底面ダクト１６－連通孔１９－冷気循環用送風機２４（冷却箱２２
内）－冷却器２３（冷却箱２２内）－連通孔２１－底面ダクト１６－背面ダクト１４－冷
気吹出口１７－陳列室３と渡る一連の冷気通路が構成されている。
【００３１】
　そして、実施例では本体１の左右側面及び天面、機械室８の前面及び扉４の外面に、何
れも硬質合成樹脂から成る側面装飾カバー２６、２７、天面装飾カバー２８、機械室カバ
ー２９及び扉装飾カバー３１がそれぞれ取り付けられている。この場合、側面装飾カバー
２６、２７は本体１の左右側面を覆うように本体１に交換可能（ネジ止め）に取り付けら
れ、天面装飾カバー２８は本体１の天面を覆うように本体１に交換可能（ネジ止め）に取
り付けられている。また、機械室カバー２９は扉装飾カバー３１の下方に位置して機械室
８の前面開口を開閉可能に閉じるように本体１に着脱自在（交換可能）に取り付けられて
いる。
【００３２】
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　この場合、機械室カバー２９には開口２９Ａが形成され、この開口２９Ａに対応して機
械室カバー２９には、ルーバ３２とメッシュ部３３とを一体に備えたフィルタ３５が着脱
可能に取り付けられている。尚、図３の３４は凝縮器９の前側に対応した開口を有するグ
リル板であり、前記凝縮器用送風機の運転により開口２９Ａからフィルタ３５を経て吸引
された外気を、効率良く凝縮器９に通風させる機能を奏する。
【００３３】
　更に、この機械室カバー２９の上面（上部）には、機械室８内の廃熱を導出する廃熱導
出部（廃熱導出口）２９Ｂが形成されている。
【００３４】
　扉装飾カバー３１は、扉４の外面を覆うように扉枠６に交換可能（ネジ止め）に取り付
けられている。この場合、扉装飾カバー３１は扉枠６の側面（外面）と当接し、当該扉枠
６を前方から間隔を存して隠蔽する透視不能な枠装飾部３１Ａと、その内方でガラス板７
の外面を覆うと共に、当該ガラス板７の前方に間隔を存して位置する透視可能なガラス装
飾部３１Ｂとから成り、当該枠装飾部３１Ａとガラス装飾部３１Ｂとにより扉４の外面全
体を覆う。本実施例では、扉装飾カバー３１は、枠装飾部３１Ａと、ガラス装飾部３１Ｂ
とから成るが、これに限定されるものではなく、扉枠６に交換可能に取り付けられるもの
であれば、扉枠６の外面を覆う枠装飾部３１Ａのみからなる扉装飾カバー３１であっても
良い。
【００３５】
　また、この扉装飾カバー３１を構成する透視不能な枠装飾部３１Ａは、図５の平断面図
に示すように、陳列室３内の側面に設けられた各支柱３６の前方投影範囲以上内側に延在
して構成されている。そのため、ショーケースＳの正面から見た際、陳列室３内に設けら
れた支柱３６を透視不能な枠装飾部３１Ａによって隠蔽することが可能となる。これによ
り、陳列室３内の外観を簡素なものとできる。
【００３６】
　また、扉装飾カバー３１が取り付けられる扉３の扉枠６には、把手５が設けられている
。当該把手５は、扉枠６の非枢支側を起点として、当該非枢支側から前方に突出した後、
当該端部が枢支側に向けて延在することで、枢支側に開口する手指挿入部５Ａが構成され
ている。
【００３７】
　これに対し、扉装飾カバー３１の枠装飾部３１Ａには、図６の拡大図に示すように、手
指挿入部５Ａ以外の上記把手５の外面を覆う把手被覆部３７が形成されている。これによ
り、扉装飾カバー３１が扉枠６に取り付けられた状態であっても、扉枠６自体に取り付け
られた把手５に手指挿入部５Ａから直接手指をかけることが許容される。
【００３８】
　そのため、扉装飾カバー３１が扉枠６に取り付けられた状態で、扉枠６に設けられた把
手５に直接手指をかけて扉４の開閉操作を行うことが可能となる。従って、交換可能に取
り付けられた扉装飾カバー３１に、扉４の開閉操作によって、過度の力が加わり、当該扉
装飾カバー３１が脱落してしまう不都合を未然に解消することができる。
【００３９】
　また、扉装飾カバー３１の枠装飾部３１Ａに形成された把手被覆部３７によって、扉枠
６に取り付けられた把手５の外面が覆われるため、把手５による不連続感も生じることが
なくなり、外観の向上を図ることが可能となる。
【００４０】
　そして、ガラス装飾部３１Ｂの平断面は、図５に示すように中央が前方に突出して両端
部が後退した湾曲形状とされ、前方から陳列室３内を見た場合に商品陳列がより立体的に
見えるように配慮されている。特に、陳列室３内に架設された商品陳列用の棚装置１１の
前端を、前端の中央が前方に突出して両端部が後退した湾曲形状を呈するものを採用した
場合、扉装飾カバー３１のガラス装飾部３１Ｂを当該棚装置１１の前端の湾曲形状に対応
した断面湾曲形状とすることが可能となり、陳列室３内に架設された棚装置１１の前端の
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湾曲形状をより強調した外観とすることができる。
【００４１】
　このようにショーケースＳの本体１及び扉４に各装飾カバー２６～２９、３１を交換可
能に取り付けているので、例えば図７の他の形状の各装飾カバーを取り付けた場合のよう
に、設置場所や使用目的、陳列商品に応じてそれらを交換することで、ショーケースＳの
意匠を容易に変更することができるようになり、販売効果の著しい改善を図ることができ
るようになる。
【００４２】
　特に、ショーケースの外観上大きな比重を占めるショーケース正面に位置する扉装飾カ
バー３１を交換することによって、同一のショーケースＳであっても、容易にショーケー
ス自体の外観を大幅に変更することができ、外観バリエーションの拡充を図ることが可能
となる。また、この扉装飾カバー３１の交換は、扉枠６自体を本体１から取り外すことな
く、当該扉枠６に取り付けられた扉装飾カバー３１のみの交換によって実現できるため、
ショーケースＳの設置後であっても、外観を極めて容易に変更することが可能となる。
【００４３】
　また、本実施例における扉装飾カバー３１は、枠装飾部３１Ａとガラス装飾部３１Ｂと
により扉４の外面全体を覆うことにより、扉装飾カバー３１を交換することによって、効
率的に扉４の外面全体の意匠を変更することが可能となる。
【００４４】
　ここで、実施例では、ガラス装飾部３１Ｂと、扉４のガラス板７外面との間隔にダクト
３８が構成されており、当該ダクト３８を構成する扉装飾カバー３１の下部には、当該ダ
クト３８に連通して上記機械室カバー２９の廃熱導出部２９Ｂに対応する廃熱導入部３９
が形成されている。また、この扉装飾カバー３１の上部には、当該ダクト３８内に流入し
た廃熱を外部に排出する排出部４０が形成されている。
【００４５】
　以上の構成で、冷却装置Ｒ及び各送風機が運転されると、冷却器２３と熱交換した冷気
は冷気循環用送風機２４により連通孔２１から底面ダクト１６に入り、背面ダクト１４を
上昇して冷気吹出口１７から陳列室３内に吹き出される。この陳列室３内を循環して各棚
１１上の商品を冷却した冷気は、冷気吸込口１８から吸い込まれ、底面ダクト１６を経て
連通孔１９から再び冷気循環用送風機２４に吸い込まれる。これにより、陳列室３内に陳
列された商品は所定の温度に冷却される。
【００４６】
　また、前記凝縮器用送風機も運転され、機械室カバー２９の開口２９Ａからは外気が吸
引される。吸引された外気はフィルタ３５のメッシュ部３３にて塵埃を除去され、且つ、
ルーバ３２にて風向が決められた後、凝縮器９及び機械室８内の圧縮機等に通風されてそ
れらを空冷する。
【００４７】
　そして、機械室８内に通風された廃熱を含んだ外気は、機械室カバー２９の廃熱導出部
２９Ｂを介してその上部に位置する扉装飾カバー３１の廃熱導入部３９より、ガラス装飾
部３１Ｂと扉４のガラス板７との間に形成されたダクト３８内に導出される。
【００４８】
　これにより、扉４のガラス板７と扉装飾カバー３１のガラス装飾部３１Ｂとの間に結露
やくもりが発生し難い構成とすることができ、これらガラス装飾部３１Ｂとガラス板７と
を介した陳列室３内部の視認性を確保することが可能となる。
【００４９】
　尚、上述した如く、扉装飾カバー３１を扉枠６の外面を覆う枠装飾部３１Ａのみから構
成したものにおいては、当該枠装飾部３１Ａ内部にダクトを構成し、この枠装飾部３１Ａ
の扉４のガラス板７側端部に複数の廃熱吐出部を設けてもよい。この場合、機械室８内に
配設された機器の廃熱を機械室カバー２９の廃熱導出部２９Ｂを介してその上部に位置す
る扉装飾カバー３１の廃熱導入部３９より、枠装飾部３１Ａ内部のダクトを介して扉４の
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ガラス板７に向けて各廃熱吐出部より廃熱を吹き付けることが可能となる。これによって
も、ガラス板７の外面に結露やくもりが発生し難い構成とすることができ、これらガラス
板７とを介した陳列室３内部の視認性を確保することが可能となる。
【符号の説明】
【００５０】
　　Ｓ　　ショーケース
　　Ｒ　　冷却装置
　　１　　本体
　　２　　断熱箱体（断熱壁）
　　３　　陳列室
　　４　　扉
　　５　　把手
　　５Ａ　手指挿入部
　　６　　扉枠（サッシュ）
　　７　　ガラス板
　　８　　機械室
　１１　　棚装置
　２３　　冷却器
　２６、２７　側面装飾カバー
　２８　　天面装飾カバー
　２９　　機械室カバー
　２９Ｂ　廃熱導出部（廃熱導出口）
　３１　　扉装飾カバー
　３６　　支柱
　３７　　把手被覆部
　３８　　ダクト
　３９　　廃熱導入部
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